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【表紙】
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【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の７第１項

【提出先】 関東財務局長
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【四半期会計期間】 第93期第３四半期(自 平成28年10月１日 至 平成28年12月31日)

【会社名】 北海道電力株式会社

【英訳名】 Hokkaido Electric Power Company, Incorporated

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 真 弓 明 彦

【本店の所在の場所】 札幌市中央区大通東１丁目２番地

【電話番号】 011(251)1111

【事務連絡者氏名】 経理部決算グループ グループリーダー 山 田 克 洋

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区丸の内１丁目６番５号

北海道電力株式会社 東京支社

【電話番号】 03(3217)0861

【事務連絡者氏名】 業務グループ グループリーダー 武 田 理

【縦覧に供する場所】 北海道電力株式会社 旭川支店

　(旭川市４条通12丁目1444番地の１)

北海道電力株式会社 北見支店

　(北見市北８条東１丁目２番地１)

北海道電力株式会社 札幌支店

　(札幌市中央区大通東１丁目２番地)

北海道電力株式会社 岩見沢支店

　(岩見沢市９条西１丁目12番地の１)

北海道電力株式会社 小樽支店

　(小樽市富岡１丁目９番１号)

北海道電力株式会社 釧路支店

　(釧路市幸町８丁目１番地)

北海道電力株式会社 帯広支店

　(帯広市西５条南７丁目２番地の１)

北海道電力株式会社 室蘭支店

　(室蘭市寿町１丁目６番25号)

北海道電力株式会社 苫小牧支店

　(苫小牧市新中野町３丁目８番７号)

北海道電力株式会社 函館支店

　(函館市千歳町25番15号)

証券会員制法人札幌証券取引所

　(札幌市中央区南１条西５丁目14番地の１)

株式会社東京証券取引所

　(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

(注) 上記の内、旭川、北見、札幌、岩見沢、小樽、釧路、帯広、室蘭、

苫小牧、函館の各支店は金融商品取引法の規定による備置場所では

ありませんが、投資者の便宜を図るため備え置きます。
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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

回次
第92期

第３四半期
連結累計期間

第93期
第３四半期
連結累計期間

第92期

会計期間
自 平成27年４月１日
至 平成27年12月31日

自 平成28年４月１日
至 平成28年12月31日

自 平成27年４月１日
至 平成28年３月31日

売上高 (百万円) 520,804 505,710 724,111

経常利益 (百万円) 22,463 8,965 28,062

親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益

(百万円) 19,500 4,533 21,276

四半期包括利益又は包括利益 (百万円) 17,497 7,796 8,993

純資産額 (百万円) 205,729 196,929 197,222

総資産額 (百万円) 1,820,694 1,802,025 1,826,141

１株当たり四半期(当期)純利益 (円) 94.87 15.51 94.49

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益

(円) ― ― ―

自己資本比率 (％) 10.72 10.33 10.21

回次
第92期

第３四半期
連結会計期間

第93期
第３四半期
連結会計期間

会計期間
自 平成27年10月１日
至 平成27年12月31日

自 平成28年10月１日
至 平成28年12月31日

１株当たり四半期純利益又は
１株当たり四半期純損失(△)

(円) 17.33 △45.06

(注) １ 当社は四半期連結財務諸表を作成しているので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載してい

ない。

２ 売上高には、消費税等は含まれていない。

３ 潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、潜在株式が存在しないため記載していない。

２ 【事業の内容】

当第３四半期連結累計期間において、当社及び当社の関係会社が営む事業の内容について、重要な変更はない。

また、主要な関係会社に異動はない。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第３四半期連結累計期間において、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の異常な変動等はない。

また、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はない。

２ 【経営上の重要な契約等】

当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等はない。

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 経営成績の分析

当第３四半期連結累計期間の売上高は、前年同四半期連結累計期間に比べ150億93百万円減の5,057億10百万円と

なり、これに営業外収益を加えた経常収益は、151億13百万円減の5,079億96百万円となった。

　一方、経常費用は、前年同四半期連結累計期間に比べ16億14百万円減の4,990億31百万円となった。

以上により、経常利益は、前年同四半期連結累計期間に比べ134億98百万円減の89億65百万円となった。また、

平成28年８月の台風災害に伴う復旧費用を特別損失に計上したことなどにより、親会社株主に帰属する四半期純利

益は、149億66百万円減の45億33百万円となった。

　

セグメントの業績(内部取引消去後)は、次のとおりである。

　

① 電気事業

当第３四半期連結累計期間の販売電力量は、春先や冬季の気温が前年に比べ低く推移したことによる暖房需

要の増加はあったが、他事業者への契約切り替えの影響や一部お客さまの自家発電の稼働増による当社売電の

減少などにより、前年同四半期連結累計期間に比べ6.0％の減少となった。

当第３四半期連結累計期間の収支については、収入面では、再生可能エネルギーの固定価格買取制度の影響

による増加はあったが、販売電力量の減少や燃料費調整制度に基づく電気料金の引下げによる収入の減少など

により、売上高は、前年同四半期連結累計期間に比べ124億24百万円減の4,863億79百万円となった。支出面で

は、再生可能エネルギーの固定価格買取制度の影響や火力発電所の定期検査基数の増加による修繕費の増加な

どはあったが、燃料価格の低下や豊水などによる燃料費の減少に加え、経営全般にわたる徹底した効率化への

継続的な取り組みなどにより、営業費用は、前年同四半期連結累計期間並みの4,691億14百万円となった。

以上により、営業利益は、前年同四半期連結累計期間に比べ127億96百万円減の172億65百万円となった。

　

② その他

当第３四半期連結累計期間の収支については、収入面では、建設業の売上が減少したことなどにより、売上

高は、前年同四半期連結累計期間に比べ26億68百万円減の193億31百万円となった。支出面では、建設業の売

上原価の減少などにより、営業費用は、前年同四半期連結累計期間に比べ25億80百万円減の163億8百万円とな

った。

以上により、営業利益は、前年同四半期連結累計期間に比べ88百万円減の30億22百万円となった。
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（参考情報）

① 需給実績

種別
当第３四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
至 平成28年12月31日)

前年同四半期比（％）

発受電電力量

自社

水力発電電力量 (百万kWh) 3,238 114.2

火力発電電力量 (百万kWh) 13,997 89.0

原子力発電電力量 (百万kWh) － －

新エネルギー等発電電力量 (百万kWh) 96 103.0

融通・他社受電電力量 (百万kWh)
5,585

△1,301
122.4
405.8

揚水発電所の揚水用電力量 (百万kWh) △146 140.2

合計 (百万kWh) 21,469 94.2

損失電力量等 (百万kWh) △2,496 95.7

販売電力量 (百万kWh) 18,973 94.0

出水率(自流) (％) 113.5 －

(注) １ 他社受電電力量には、連結子会社の北海道パワーエンジニアリング㈱及びほくでんエコエナジー㈱からの

受電電力量が含まれている。

２ 融通・他社受電電力量の上段は受電電力量、下段は送電電力量を示す。

　 ３ 融通・他社受電電力量には、期末日において未確定であるインバランス電力量は含んでいない。

４ 揚水発電所の揚水用電力量とは貯水池運営のための揚水用に使用する電力である。

５ 販売電力量の中には、自社事業用電力量32百万kWhを含んでいる。

６ 出水率は、自社の昭和60年度から平成26年度までの当該累計期間の30ヶ年平均に対する比である。

② 販売電力量及び料金収入

種別
当第３四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
至 平成28年12月31日)

前年同四半期比（％）

販売電力量
(百万kWh)

低圧 8,954 100.4

高圧・特別高圧 10,019 88.9

合計 18,973 94.0

融通・他社販売 1,033 405.9

料金収入
(百万円)

電灯料 195,069 94.8

電力料 218,812 86.4

電灯電力合計 413,882 90.2

融通・他社販売 12,503 329.5

(注) 上記料金収入には消費税等は含まれていない。
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(2) 財政状態の分析

当第３四半期連結会計期間末における資産は、石狩湾新港発電所１号機新設工事などの固定資産仮勘定の増加は

あったが、減価償却による電気事業固定資産の減少や投資その他の資産に含まれる使用済燃料再処理等積立金の取

り崩しなどにより、前連結会計年度末に比べ241億16百万円減の1兆8,020億25百万円となった。

負債は、有利子負債の増加はあったが、使用済燃料再処理等引当金の取り崩しや工事及び委託に係る未払債務の

支払いなどにより、前連結会計年度末に比べ238億23百万円減の1兆6,050億95百万円となった。

純資産は、その他有価証券評価差額金の増加はあったが、優先株式の消却による資本剰余金の減少や配当金の支

払いなどにより、前連結会計年度末に比べ2億93百万円減の1,969億29百万円となった。

以上の結果、当第３四半期連結会計期間末の自己資本比率は、前連結会計年度末に比べ0.1ポイント増加し10.3

％となった。

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期連結累計期間において、ほくでんグループが対処すべき課題について、重要な変更はない。

　

(4) 研究開発活動

当第３四半期連結累計期間における研究開発費の総額は、17億23百万円である。

(5) 設備の新設、除却等の計画

前連結会計年度末において計画中であった重要な設備の新設、除却等のうち、当第３四半期連結累計期間に運転

等を開始した設備、廃止した設備は次のとおりである。

　

＜重要な設備の新設等＞

電 源

発電所 出力(kW) 着工年月 運転開始年月

火力 沓形10号機（新設：内燃力） 750 平成28年３月 平成28年７月

　

＜重要な設備の除却等＞

電 源

発電所 廃止による減少出力(kW) 廃止年月

火力 沓形４号機（廃止） 750 平成28年４月
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第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 495,000,000

Ａ種優先株式 500

計 495,000,000

(注) 当社の各種類株式の発行可能種類株式総数の合計は495,000,500株であるが、上記の「計」の欄では、当社定

款に定める発行可能株式総数495,000,000株を記載している。なお、当社が、実際に発行できる株式の総数は、

発行可能株式総数の範囲内である。また、発行可能種類株式総数の合計と発行可能株式総数の一致について

は、会社法上要求されていない。

② 【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末

現在発行数(株)
(平成28年12月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成29年２月10日)

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 215,291,912 215,291,912
札幌証券取引所
東京証券取引所
(市場第一部)

単元株式数は100株である。

Ａ種優先株式 470 470 非上場
単元株式数は１株である。
(注１、２)

計 215,292,382 215,292,382 ― ―

(注) １ Ａ種優先株式の内容

(1) 優先配当金

① Ａ種優先配当金

　当社は、剰余金の配当（Ａ種優先中間配当金（⑤に定義する。以下同じ。）を除く。）を行うときは、

当該配当に係る基準日現在の株主名簿に記録された最終のＡ種優先株式を有する株主（以下「Ａ種優

先株主」という。）又はＡ種優先株式の登録株式質権者（以下「Ａ種優先登録株式質権者」という。）

に対し、普通株式を有する株主（以下「普通株主」という。）又は普通株式の登録株式質権者（以下

「普通登録株式質権者」という。）に先立ち、Ａ種優先株式１株につき②に定める額の剰余金（以下

「Ａ種優先配当金」という。）を配当する。ただし、当該配当に係る基準日を含む事業年度に属する日

を基準日として、Ａ種優先配当金の全部又は一部の配当（③に定める累積未払Ａ種優先配当金の配当

を除き、Ａ種優先中間配当金を含む。）がすでに行われているときは、かかる配当の累積額を控除した

額とする。

② Ａ種優先配当金の額

　Ａ種優先配当金の額は、(i)平成27年３月31日に終了する事業年度から平成31年３月31日に終了する

事業年度までの各事業年度に属する日を基準日とする場合は、１株につき3,800,000円とし、(ii)平成

32年３月31日に終了する事業年度に属する日を基準日とする場合は、１株につき5,464,384円とし、

(iii)平成33年３月31日に終了する事業年度以降の事業年度に属する日を基準日とする場合は１株につ

き6,300,000円とする（ただし、Ａ種優先株式につき、株式の分割、株式の併合、株式無償割当て又は

これに類する事由があった場合には、適切に調整される。以下同じ。）。

③ 累積条項

　ある事業年度に属する日を基準日として、Ａ種優先株主又はＡ種優先登録株式質権者に対して支払

う１株当たり剰余金の配当（以下に定める累積未払Ａ種優先配当金の配当を除き、Ａ種優先中間配当
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金を含む。）の額の合計額が当該事業年度に係るＡ種優先配当金の額に達しないときは、その不足額

は、当該事業年度の翌事業年度の初日（同日を含む。）以降、実際に支払われた日（同日を含む。）

まで、(i)平成31年７月31日までは年率3.8％、(ii)平成31年８月１日以降は年率6.3％で１年毎の複利

計算により累積する。なお、当該計算は、１年を365日とした日割計算により行うものとし、除算は最

後に行い、円位未満小数第１位まで計算し、その小数第１位を四捨五入する。累積した不足額（以下

「累積未払Ａ種優先配当金」という。）については、Ａ種優先配当金、Ａ種優先中間配当金及び普通株

主若しくは普通登録株式質権者に対する配当金に先立って、これをＡ種優先株主又はＡ種優先登録株

式質権者に対して支払う。

④ 非参加条項

　Ａ種優先株主又はＡ種優先登録株式質権者に対しては、Ａ種優先配当金を超えて剰余金を配当しな

い。ただし、当社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第８号ロ若しくは同法第760条第

７号ロに規定される剰余金の配当又は当社が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第12号ロ若

しくは同法第765条第１項第８号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。

⑤ Ａ種優先中間配当金

　当社は、毎年９月30日を基準日として剰余金の配当を行うときは、毎年９月30日現在の株主名簿に

記録された最終のＡ種優先株主又はＡ種優先登録株式質権者に対し、普通株主又は普通登録株式質権

者に先立ち、Ａ種優先株式１株につき当該基準日の属する事業年度におけるＡ種優先配当金の額の２

分の１に相当する額（１円に満たない金額は切り上げる。）（以下「Ａ種優先中間配当金」という。）

を配当する。ただし、平成31年９月30日を基準日とするＡ種優先中間配当金は2,323,014円とする。

(2) 残余財産の分配

　当社は、残余財産を分配するときは、Ａ種優先株主又はＡ種優先登録株式質権者に対し、普通株主又は

普通登録株式質権者に先立ち、Ａ種優先株式１株当たりの残余財産分配価額として、以下の算式に基づい

て算出される額（以下「基準価額」という。）を支払う。ただし、Ａ種優先株式につき、株式の分割、株

式の併合、株式無償割当て又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。

（基準価額算式）

　１株当たりの残余財産分配価額

　 ＝ 100,000,000円＋累積未払Ａ種優先配当金

　 ＋前事業年度未払Ａ種優先配当金＋当事業年度未払優先配当金額

　上記算式における「累積未払Ａ種優先配当金」は、残余財産分配がなされる日（以下「残余財産分配

日」という。）を実際に支払われた日として、(1)③に従い計算される額の合計額とし、「前事業年度未払

Ａ種優先配当金」は、基準日の如何にかかわらず、残余財産分配日の属する事業年度の前事業年度（以下

(2)において「前事業年度」という。）に係るＡ種優先配当金のうち、残余財産分配日までに実際に支払わ

れていないＡ種優先配当金がある場合における当該前事業年度に係るＡ種優先配当金の不足額（ただし、

累積未払Ａ種優先配当金に含まれる場合を除く。）とし、また、「当事業年度未払優先配当金額」は、残

余財産分配日の属する事業年度の初日（同日を含む。）以降、残余財産分配日（同日を含む。）までの期間

について適用あるＡ種優先配当金の額（残余財産分配日が平成32年３月31日に終了する事業年度に属する

場合、事業年度の初日（同日を含む。）から平成31年７月31日までは3,800,000円、平成31年８月１日以降

は6,300,000円を意味する。）を当該期間の実日数で日割計算して算出される金額（ただし、残余財産分配

日が平成27年３月31日に終了する事業年度に属する場合は、3,800,000円）から、残余財産分配日の属す

る事業年度の初日（同日を含む。）以降に支払われたＡ種優先中間配当金がある場合におけるＡ種優先中

間配当金の額を控除した金額とする。

　なお、当該計算は、１年を365日とした日割計算により行うものとし、除算は最後に行い、円位未満小

数第１位まで計算し、その小数第１位を四捨五入する。

　Ａ種優先株主又はＡ種優先登録株式質権者に対しては、上記のほか残余財産の分配を行わない。
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(3) 議決権

　Ａ種優先株主は、株主総会において議決権を有しない。

(4) 種類株主総会における決議

　当社が会社法第322条第１項各号に掲げる行為をする場合においては、法令に別段の定めのある場合を

除き、Ａ種優先株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない旨、当社定款に規定している。

(5) 株式の併合又は分割、募集株式の割当て等

　当社は、法令に定める場合を除き、Ａ種優先株式について株式の分割又は併合を行わない。当社は、Ａ

種優先株主には、募集株式の割当てを受ける権利又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えず、ま

た、株式無償割当て又は新株予約権無償割当てを行わない。

(6) 金銭を対価とする取得請求権

　Ａ種優先株主は、当社に対し、平成26年８月１日以降いつでも、金銭を対価としてＡ種優先株式の全部

又は一部を取得することを請求することができる（当該請求をした日を、以下「金銭対価取得請求権取得

日」という。）。当社は、この請求がなされた場合には、Ａ種優先株式の全部又は一部を取得するのと引

換えに、金銭対価取得請求権取得日における会社法第461条第２項所定の分配可能額を限度として、法令

上可能な範囲で、金銭対価取得請求権取得日に、Ａ種優先株主に対して、次に定める取得価額の金銭の交

付を行うものとする。ただし、分配可能額を超えてＡ種優先株主から取得請求があった場合、取得すべき

Ａ種優先株式は取得請求される株数に応じた比例按分の方法により決定する。

　Ａ種優先株式１株当たりの取得価額は、(2)に定める基準価額算式に従って計算される。なお、(6)にお

いて取得価額を算出する場合は、(2)に定める基準価額の計算における「残余財産分配日」を「金銭対価

取得請求権取得日」と読み替えて、基準価額を計算する。

(7) 金銭を対価とする取得条項

　当社は、平成26年８月１日以降の日で、当社の取締役会が別に定める日が到来したときは、当該日にお

いて、Ａ種優先株主又はＡ種登録株式質権者の意思にかかわらず、法令上可能な範囲で、次に定める取得

価額の金銭の交付と引換えにＡ種優先株式の全部又は一部を取得することができる（以下当該取得を行う

日を「金銭対価取得条項取得日」という。）。なお、一部取得するときは、比例按分又はその他当社の取

締役会が定める合理的な方法による。

　Ａ種優先株式１株当たりの取得価額は、(2)に定める基準価額算式に従って計算される。なお、(7)にお

いて取得価額を算出する場合は、(2)に定める基準価額の計算における「残余財産分配日」を「金銭対価

取得条項取得日」と読み替えて、基準価額を計算する。

(8) 株券等の譲渡制限

　当社とＡ種優先株式の割当先である株式会社日本政策投資銀行（以下「割当先」という。）との間で締

結された平成26年４月30日付の投資契約において、割当先との間で、金銭を対価とする取得請求権の行使

が可能となるまでの間は、当社の事前の承諾無く本優先株式の全部又は一部の譲渡ができない旨、合意し

ている。

(9) 議決権を有しないこととしている理由

　資本増強にあたり、既存株主への影響を考慮したものである。

　 ２ Ａ種優先株式の一部取得及び消却

　 平成28年４月27日開催の取締役会において、Ａ種優先株式の一部（30株）につき、取得及び消却を行うこ

　 とを決議し、平成28年５月12日に実施している。
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(2) 【新株予約権等の状況】

　 該当事項なし

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　 該当事項なし

(4) 【ライツプランの内容】

　 該当事項なし

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金
増減額
(百万円)

資本金
残高

(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高

(百万円)

平成28年10月１日～
平成28年12月31日

－ 215,292,382 － 114,291 － －

(6) 【大株主の状況】

　 当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はない。

(7) 【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、株主名簿の記載内容が確認できず、記載すること

ができないことから、直前の基準日である平成28年９月30日現在で記載している。

① 【発行済株式】

　 平成28年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 Ａ種優先株式 470 ―
１(1)②「発行済株式」の内
容の記載を参照

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等) 普通株式 9,759,000 ― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 204,518,300 2,045,183 ―

単元未満株式 普通株式 1,014,612 ― １単元(100株)未満の株式

発行済株式総数 215,292,382 ― ―

総株主の議決権 ― 2,045,183 ―

(注) １ 「完全議決権株式(自己株式等)」欄は、全て当社保有の自己株式である。

２ 「完全議決権株式(その他)」欄に、証券保管振替機構名義の株式2,000株(議決権20個)が含まれている。

３ 「単元未満株式」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式56株及び当社所有の自己株式33株が含

まれている。
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② 【自己株式等】

平成28年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
北海道電力株式会社

札幌市中央区大通東１丁目２番地 9,759,000 ― 9,759,000 4.53

計 ― 9,759,000 ― 9,759,000 4.53

(注) １ 株主名簿上は当社名義となっているが、実質的に所有していない株式が100株(議決権１個)あり、当該株式

数は上記①「発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」欄に含まれている。

２ 平成28年12月31日現在における自己株式は、9,761,139株(単元未満株式を含む。)である。

２ 【役員の状況】

　該当事項なし
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第４ 【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令

第64号)に準拠し、「電気事業会計規則」（昭和40年通商産業省令第57号）に準じて作成している。

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間(平成28年10月１日から平成

28年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成28年４月１日から平成28年12月31日まで)に係る四半期連結財務

諸表について、新日本有限責任監査法人の四半期レビューを受けている。
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１ 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成28年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成28年12月31日)

資産の部

固定資産 1,609,817 1,587,547

電気事業固定資産 1,111,661 1,071,347

水力発電設備 235,226 228,937

汽力発電設備 78,564 77,736

原子力発電設備 218,645 207,527

送電設備 163,444 159,256

変電設備 92,516 78,240

配電設備 276,816 275,361

業務設備 40,945 38,914

その他の電気事業固定資産 5,501 5,374

その他の固定資産 55,829 53,910

固定資産仮勘定 148,022 198,317

建設仮勘定 147,882 197,823

除却仮勘定 139 493

核燃料 158,583 161,769

加工中等核燃料 158,583 161,769

投資その他の資産 135,720 102,202

長期投資 40,636 59,093

退職給付に係る資産 10,984 11,636

繰延税金資産 32,363 30,902

その他 51,820 2,912

貸倒引当金（貸方） △84 △2,341

流動資産 216,324 214,477

現金及び預金 108,805 91,243

受取手形及び売掛金 61,055 61,962

たな卸資産 35,361 37,784

繰延税金資産 4,942 5,075

その他 8,905 18,864

貸倒引当金（貸方） △2,746 △453

合計 1,826,141 1,802,025
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成28年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成28年12月31日)

負債及び純資産の部

負債の部

固定負債 1,272,404 1,235,461

社債 579,136 624,800

長期借入金 502,728 479,563

使用済燃料再処理等引当金 49,333 －

使用済燃料再処理等準備引当金 9,205 －

退職給付に係る負債 39,845 38,516

資産除去債務 75,926 77,364

その他 16,228 15,216

流動負債 355,491 367,352

1年以内に期限到来の固定負債 155,621 191,672

短期借入金 52,300 53,150

支払手形及び買掛金 41,569 38,931

未払税金 13,336 11,446

その他 92,663 72,151

特別法上の引当金 1,022 2,282

渇水準備引当金 1,022 2,282

負債合計 1,628,918 1,605,095

純資産の部

株主資本 186,872 183,470

資本金 114,291 114,291

資本剰余金 49,998 46,750

利益剰余金 40,766 40,615

自己株式 △18,184 △18,188

その他の包括利益累計額 △497 2,592

その他有価証券評価差額金 1,570 5,574

退職給付に係る調整累計額 △2,067 △2,981

非支配株主持分 10,847 10,866

純資産合計 197,222 196,929

合計 1,826,141 1,802,025
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(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年12月31日)

営業収益 520,804 505,710

電気事業営業収益 498,804 486,379

その他事業営業収益 22,000 19,331

営業費用 487,631 485,422

電気事業営業費用 468,742 469,114

その他事業営業費用 18,889 16,308

営業利益 33,173 20,288

営業外収益 2,305 2,285

受取配当金 436 625

受取利息 813 664

その他 1,055 995

営業外費用 13,014 13,608

支払利息 12,277 11,445

持分法による投資損失 166 116

その他 570 2,046

四半期経常収益合計 523,109 507,996

四半期経常費用合計 500,645 499,031

経常利益 22,463 8,965

渇水準備金引当又は取崩し － 1,260

渇水準備金引当 － 1,260

特別損失 － 1,619

災害特別損失 － 1,619

税金等調整前四半期純利益 22,463 6,086

法人税、住民税及び事業税 2,601 1,156

法人税等調整額 125 221

法人税等合計 2,726 1,377

四半期純利益 19,737 4,708

非支配株主に帰属する四半期純利益 236 174

親会社株主に帰属する四半期純利益 19,500 4,533
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【四半期連結包括利益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年12月31日)

四半期純利益 19,737 4,708

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △344 4,018

退職給付に係る調整額 △1,895 △931

その他の包括利益合計 △2,239 3,087

四半期包括利益 17,497 7,796

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 17,222 7,624

非支配株主に係る四半期包括利益 274 172
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【注記事項】

(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)

(税金費用の計算)

税金費用は、当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税

引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法によっている。

　ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効

税率を使用する方法によっている。

　

(追加情報)

(渇水準備引当金に関する省令（平成28年経済産業省令第53号）の施行)

平成28年４月１日に新たな「渇水準備引当金に関する省令」（平成28年経済産業省令第53号）が施行された。

これにより、積立て又は取崩しの額及び積立ての限度額は、従来の方法により算定した金額に、特定小売供給に

係る販売電力量を電気事業に係る販売電力量で除して得た値（特定小売供給割合）を乗じて算定する方法に変更

となった。

　この変更により、従来の方法に比べ当第３四半期連結会計期間末における渇水準備引当金の積立額が2,354百万

円減少し、当第３四半期連結累計期間の税金等調整前四半期純利益が同額増加している。

　

(「原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法

律」の施行に伴う電気事業会計規則の改正)

平成28年10月１日に「原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法

律の一部を改正する法律」（平成28年法律第40号、以下「改正法」という。）及び「電気事業会計規則等の一部を

改正する省令」（平成28年経済産業省令第94号、以下「改正省令」という。）が施行され、電気事業会計規則が改

正された。

従来、使用済燃料の再処理等の実施に要する費用については、原子力発電所の運転に伴い発生した使用済燃料

の量に応じて使用済燃料再処理等引当金及び使用済燃料再処理等準備引当金に計上してきたが、同施行日以降は、

改正法第４条第１項に規定する拠出金を、原子力発電所の運転に伴い発生する使用済燃料の量に応じて電気事業

営業費用として計上することになった。

また、改正法の施行により、原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に要する費用は、使用済燃料再

処理機構（以下、「機構」という。）に拠出金を納付することにより原子力事業者の費用負担の責任が果たされ、

機構が再処理等を実施することになった。

これに伴い、当第３四半期において、投資その他の資産に含まれる使用済燃料再処理等積立金44,364百万円及

び使用済燃料再処理等引当金45,975百万円を相殺の上取り崩し、その差額及び使用済燃料再処理等準備引当金

9,389百万円は、その他固定負債に751百万円、１年以内に期限到来の固定負債に9,414百万円、その他流動負債に

834百万円をそれぞれ振り替えている。

なお、１年以内に期限到来の固定負債には、改正法附則第７条第１項に基づき経済産業大臣の通知を受け、当

年度に一括して納付すべき金額を計上している。
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(四半期連結貸借対照表関係)

　 偶発債務

　(1) 日本原燃株式会社

　社債及び㈱日本政策投資銀行ほかからの借入金に対する保証債務

前連結会計年度
(平成28年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成28年12月31日)

　44,810百万円 　41,588百万円

　

　(2) 従業員

　財形住宅融資による㈱みずほ銀行ほかからの借入金に対する連帯保証債務

前連結会計年度
(平成28年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成28年12月31日)

　10,092百万円 　8,567百万円

　(3) 社債の債務履行引受契約に係る偶発債務
　

前連結会計年度
(平成28年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成28年12月31日)

北海道電力第257回社債
(引受先 ㈱みずほ銀行) 20,000百万円 －

北海道電力第258回社債
(引受先 ㈱三菱東京ＵＦＪ銀行) 20,000百万円 －

　 (四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。なお、第３四半期

連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりである。

　

前第３四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
至 平成27年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
至 平成28年12月31日)

減価償却費 67,386百万円 63,652百万円

　 (株主資本等関係)

前第３四半期連結累計期間(自 平成27年４月１日 至 平成27年12月31日)

　 １．配当金支払額

該当事項なし

当第３四半期連結累計期間(自 平成28年４月１日 至 平成28年12月31日)

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成28年６月28日
定時株主総会

普通株式 1,027 5 平成28年３月31日 平成28年６月29日 利益剰余金

Ａ種優先株式 3,657 7,781,358 平成28年３月31日 平成28年６月29日 利益剰余金

（注）Ａ種優先株式の１株当たり配当額には、平成27年３月期累積未払配当金3,981,358円が含まれている。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

前第３四半期連結累計期間(自 平成27年４月１日 至 平成27年12月31日)

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：百万円)

報告セグメント

その他 計 調整額(注1)
四半期連結
損益計算書
計上額(注2)電気事業

売上高

外部顧客への売上高 498,804 22,000 520,804 － 520,804

セグメント間の内部売上高
又は振替高

876 66,696 67,573 △67,573 －

計 499,681 88,696 588,377 △67,573 520,804

セグメント利益 28,375 4,262 32,638 535 33,173

（注）１ セグメント利益の調整額535百万円は、セグメント間取引消去によるものである。

　 ２ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っている。

当第３四半期連結累計期間(自 平成28年４月１日 至 平成28年12月31日)

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：百万円)

報告セグメント

その他 計 調整額(注1)
四半期連結
損益計算書
計上額(注2)電気事業

売上高

外部顧客への売上高 486,379 19,331 505,710 － 505,710

セグメント間の内部売上高
又は振替高

903 74,642 75,546 △75,546 －

計 487,283 93,973 581,257 △75,546 505,710

セグメント利益 15,003 4,511 19,515 772 20,288

（注）１ セグメント利益の調整額772百万円は、セグメント間取引消去によるものである。

２ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っている。
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりである。

項目
前第３四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
至 平成27年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
至 平成28年12月31日)

１株当たり四半期純利益 94.87円 15.51円

(算定上の基礎)

親会社株主に帰属する四半期純利益 (百万円) 19,500 4,533

普通株主に帰属しない金額 (百万円) － 1,345

（うち優先株主に帰属する金額） (百万円) ( －) ( 1,345)

普通株式に係る親会社株主に帰属する
四半期純利益

(百万円) 19,500 3,188

普通株式の期中平均株式数 (千株) 205,544 205,534

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載していない。

２ 【その他】

該当事項なし

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項なし
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独立監査人の四半期レビュー報告書

平成２９年２月１０日

北海道電力株式会社

取締役会 御中

　

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 篠河 清彦 印

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 白羽 龍三 印

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 藤森 允浩 印

当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている北海道電力

株式会社の平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間(平成２８年

１０月１日から平成２８年１２月３１日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成２８年４月１日から平成２８年１２月

３１日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利

益計算書及び注記について四半期レビューを行った。

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対す

る結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準

拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、北海道電力株式会社及び連結子会社の平成２８年１２月３１日現

在の財政状態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項

がすべての重要な点において認められなかった。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

（注）１ 上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期

　報告書提出会社）が別途保管しております。

２ XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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【表紙】  

【提出書類】 確認書 

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の８第１項 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成29年２月10日 

【会社名】 北海道電力株式会社 

【英訳名】 Hokkaido Electric Power Company, Incorporated 

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長  真 弓 明 彦 

【最高財務責任者の役職氏名】  ――― 

【本店の所在の場所】 札幌市中央区大通東１丁目２番地 

【縦覧に供する場所】 北海道電力株式会社 旭川支店 

 (旭川市４条通12丁目1444番地の１) 

北海道電力株式会社 北見支店 

 (北見市北８条東１丁目２番地１) 

北海道電力株式会社 札幌支店 

 (札幌市中央区大通東１丁目２番地) 

北海道電力株式会社 岩見沢支店 

 (岩見沢市９条西１丁目12番地の１) 

北海道電力株式会社 小樽支店 

 (小樽市富岡１丁目９番１号) 

北海道電力株式会社 釧路支店 

 (釧路市幸町８丁目１番地) 

北海道電力株式会社 帯広支店 

 (帯広市西５条南７丁目２番地の１) 

北海道電力株式会社 室蘭支店 

 (室蘭市寿町１丁目６番25号) 

北海道電力株式会社 苫小牧支店 

 (苫小牧市新中野町３丁目８番７号) 

北海道電力株式会社 函館支店 

 (函館市千歳町25番15号) 

証券会員制法人札幌証券取引所 

 (札幌市中央区南１条西５丁目14番地の１) 

株式会社東京証券取引所 

 (東京都中央区日本橋兜町２番１号) 

(注) 上記の内、旭川、北見、札幌、岩見沢、小樽、釧路、帯広、室蘭、 

   苫小牧、函館の各支店は金融商品取引法の規定による備置場所では 

   ありませんが、投資者の便宜を図るため備え置きます。 

 



１ 【四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項】 

代表取締役社長 真弓明彦は、当社の第93期第３四半期（自  平成28年10月１日  至  平成28年12月31日）の四半

期報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認しました。 

  

２ 【特記事項】 

特記すべき事項はありません。 


